
平成２５年第１回大多喜町議会定例会９月会議を開きました。 

◎提出された議案の会議結果は次のとおりです。 

議案番号 件名及び内容 議決月日 審議結果 

報  告 

第 １号 

継続費精算報告書について 

 平成２２年度から実施されていた養老川沿いの遊歩道整備に

ついて、精算報告をうけました。 

実績費用  平成２２年度   ４，９１０，２２０円 

      平成２３年度 ２５，０１４，７８０円 

           合  計   ２９，９２５，０００円 

９月 10 日 報告 

同  意 

第 １号 

固定資産評価審査委員会委員の選任について 

固定資産評価審査委員 3 名のうち、渡辺太佳男氏（大戸）が

10 月 31 日をもって任期満了となるため、再任（任期３年）する

ことに同意しました。 

９月 10 日 同意 

議  案 

第 １号 

大多喜町介護予防・生活支援事業等利用者負担金条例の一部

を改正する条例の制定について 

今年度から介護保険法に基づく高齢者の介護予防事業として、

「認知症予防教室」を実施するにあたり、参加者負担金を徴収す

るため、条例に追加規定しました。 

また、今回の改正に合わせ、平成１９年度から高齢者介護予防

教室として実施している「からだいきいき塾」の負担金について

も、同条例に追加規定しました。 

認知症予防教室事業  １月当たり ５００円（参加料） 

からだいきいき塾事業 １月当たり ５００円（参加料） 

９月 11 日 

原案 

可決 

議  案 

第 ２号 

平成２５年度大多喜町一般会計補正予算（第 3 号） 

既定の歳入歳出予算の総額に、１２９，６８８千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を４，４１４，１１２千円としました。 

（主な補正予算の内容） 

１ 歳入 １２９，６８８千円 

⑴ 分担金及び負担金  ２，３７０千円 

⑵ 国庫支出金       １１０千円 

⑶ 県支出金     ６７，７４９千円 

⑷ 繰入金         １２５千円 

⑸ 繰越金      ５８，３２９千円 

⑹ 諸収入       １，００５千円 

２ 歳出 １２９，６８８千円 

⑴ 総務費      １２，８４１千円 

（ホームページ更新業務委託料及び光ファイバー設備保

守委託料等） 

⑵ 民生費     ３６，８４２千円 

（介護基盤緊急整備特別対策事業該当事業者への補助金） 

⑶ 衛生費     ２２，５００千円 

（いすみクリーンセンター施設改修負担金の増額及び火

葬場玄関の自動ドア化工事費等） 

⑷ 農林水産業費   ８，６２４千円 

（農村コミュニティセンター雨樋及び屋根改修工事に係

９月 11 日 

原案 

可決 



る増額等） 

⑸ 商工費      ４，７６０千円 

（観光案内板等設置工事及び大多喜駅女子トイレ改修工

事に係る増額等） 

⑹ 土木費     ３４，４９３千円 

（道路台帳電子化業務委託料の増額等） 

⑺ 消防費        ５０９千円 

（防災無線ソフトの修正委託料及び地域防災備品購入に

係る増額等） 

⑻ 教育費      ９，１１９千円 

（小中学校施設の修繕費の増額等） 

議  案 

第 ３号 

平成２５年度大多喜町国民健康保険特別会計補正予算（第 1

号） 

既定の歳入歳出予算の総額に、１０，８５０千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を１，３５４，８４１千円としました。 

（主な補正予算の内容） 

１ 歳入 １０，８５０千円 

⑴ 繰入金  ▲１，７８８千円 

⑵ 繰越金  １２，６３８千円 

２ 歳出 １０，８５０千円 

⑴ 人事異動に伴う職員人件費 ▲１，７８８千円 

⑵ 療養給付費等国庫返還金等 １２，６３８千円 

９月 11 日 

原案 

可決 

議  案 

第 ４号 

平成２５年度大多喜町介護保険特別会計補正予算（第１号） 

既定の歳入歳出予算の総額に、２６，８６８千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を１，０９１，４９２千円としました。 

（主な補正予算の内容） 

１ 歳入 ２６，８６８千円 

⑴ 国庫支出金        ２，１９１千円 

⑵ 県支出金           ２００千円 

⑶ 支払基金交付金      ２，９０６千円 

⑷ 繰入金（一般会計繰入金    ６３８千円 

⑸ 繰越金（前年度繰越金） ２０，９３３千円 

⑹ 諸収入           ▲１３６千円 

⑺ 分担金及び負担金       １３６千円  

２ 歳出 ２６，８６８千円 

⑴ 人事異動に伴う職員人件費   ６３８千円 

⑵ 国、県支払基金等返還金 ２６，２３０千円 

９月 11 日 

原案 

可決 

議  案 

第 ５号 

平成２５年度大多喜町水道事業会計補正予算（第１号） 

収益的支出を、２，３０８千円減額し、予定額を４４５，６５

８千円としました。 

⑴ 人事異動に伴う職員人件費    ▲３，８１２千円 

⑵ 例規整備委託料等         １，５０４千円 

資本的収入に、１６，６０８千円増額し、予定額を２１４，７

９４千円としました。 

⑴ 鍛冶住宅１号線舗装本復旧工事、大多喜高校敷地内配水管

切り回し工事、森宮宮之下下川間線配水管布設替工事等                             

９月 11 日 

原案 

可決 



１４，１０８千円 

⑵ 浄水場地質調査委託料及び点検車両購入 ２，５００千円  

議  案 

第 ６号 

平成２５年度大多喜町特別養護老人ホーム事業会計補正予算

（第２号） 

収益的支出を、４，７２１千円減額し、予定額を２９９，７５

１千円としました。 

内容は、人事異動に伴う給料、手当等の減額等です。 

９月 11 日 

原案 

可決 

認  定 

第 １号 

平成２４年度大多喜町一般会計歳入歳出決算認定につい

て 

歳入総額          ５，０１２，５３４，６３６円 

歳出総額          ４，６７２，４６１，７４８円 

歳入歳出差引額         ３４０，０７２，８８８円 

翌年度に繰り越すべき財源     ５７，６５８，０００円 

実質収支額           ２８２，４１４，８８８円 

９月 20 日 認 定 

認  定 

第 ２号 

平成２４年度大多喜町鉄道経営対策事業基金特別会計歳

入歳出決算認定について 

歳入総額             ３９，５４５，４０７円 

歳出総額             ３９，５４５，４０７円 

歳入歳出差引額                   ０円 

９月 20 日 認定 

認  定 

第 ３号 

平成２４年度大多喜町国民健康保険特別会計歳入歳出決

算認定について 

歳入総額          １，４４６，５０２，２８７円 

歳出総額          １，３２１，５９２，４０２円 

歳入歳出差引額         １２４，９０９，８８５円 

９月 20 日 認定 

認  定 

第 ４号 

平成２４年度大多喜町後期高齢者医療特別会計歳入歳出

決算認定について 

歳入総額            １０５，７８８，７５０円 

歳出総額            １０５，７７２，５５０円 

歳入歳出差引額              １６，２００円 

９月 20 日 認定 

認  定 

第 ５号 

平成２４年度大多喜町介護保険特別会計歳入歳出決算認

定について 

歳入総額            ９８７，０８４，７５５円 

歳出総額            ９２８，３５６，７７６円 

歳入歳出差引額          ５８，７２７，９７９円 

９月 20 日 認定 

認  定 

第 ６号 

平成２４年度大多喜町水道事業会計決算認定について 

収益的収入           ４６４，６５５，９０１円 

収益的支出           ４６０，９１０，９２２円  

資本的収入            ７７，７５３，１５０円 

資本的支出           ２００，４７１，３８２円  

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 122,718,232 円は、当

年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 93,720 円、過年

度分損益勘定留保資金 975,228 円、当年度分損益勘定留保資金

113,649,284 円、減債積立金 8,000,000 円で補てん。 

たな卸資産の購入執行額は 3,250,722 円で、うち仮払消費税は

154,796 円。 

９月 20 日 認定 



認  定 

第 ７号 

平成２４年度大多喜町特別養護老人ホーム事業会計剰余

金の処分及び決算認定について 

剰余金の処分額          ２，０００，０００円 

収益的収入          ２９８，５９４，５００円 

収益的支出          ２８４，８８３，５７４円  

資本的収入                     ０円 

資本的支出             ３，８１０，７９０円  

資本的収入が資本的支出額に対して不足する額 3,810,790 円は、

当年度分損益勘定留保資金 3,810,790 円で補てん。  

９月 20 日 

 

原案可

決及び

認定 

議  案 

第 ７号 

暗渠排水工事請負契約の締結について 

農業生産基盤整備として、農地の排水不良を解消するため水田

の暗渠排水の新規工事または、機能しなくなっている既存の暗渠

排水工事を行うものです。 

場所：平沢、笛倉・小内、百鉾、黒原、三又、石神、大戸、 

堀之内、八声 合計９地区 

面積：５５．６ヘクタール 

契約金額：８０，８５０，０００円 

契約相手：株式会社 仲潮組 

９月 20 日 

原案 

可決 

議  案 

第 ８号 

平成２５年度大多喜町一般会計補正予算（第４号） 

面白峡発電所施設導入に係る２５年度支払額５，５１３千円

と、平成２６年度から３５年度までの１０年間の債務負担行為 

１７８，６６９千円の設定が上程されたものです。 

 議会では、さらに詳しく調査が必要があるとして、福祉経済常

任委員会に付託しました。 

９月 20 日 

委員会 

付 託 

発  議 

第 １号 

森林吸収源対策及び地球温暖化対策に関する地方の財源確保

のための意見書の提出について 

二酸化炭素吸収源として最も重要な機能を有する森林の整

備・保全等を推進する市町村の役割を踏まえ、「石油石炭税の税

率の特定」の一定割合を、森林面積に応じて譲与する仕組みの構

築を求めるため、政府関係大臣に意見書を提出するものです。 

９月 20 日 

原案 

可決 

発  議 

第 ２号 

若い世代が安心して就労できる環境等の整備を求める意見書

の提出について 

若い世代が仕事と生活の調和を保ち、安心して働き続けること

ができる社会の実現を目指し、下記の事項についての対策を求め

るため、政府関係大臣に意見書を提出するものです。 

１ 最低賃金引き上げに向けた環境整備 

２ 違法な疑いのある企業への立入調査や悪質な企業の公表 

３ 短時間正社員制度、テレワーク、在宅勤務等の導入促進 

４ 仕事や子育て等に関する行政サービスの有効な実施・活用 

９月 20 日 

原案 

可決 

発  議 

第 ３号 

鳥獣被害防止対策の充実を求める意見書の提出について 

鳥獣被害防止の充実を図るため、下記事項の実施を求めるた

め、政府関係大臣に意見書を提出するものです。 

１ 地方自治体への財政支援及び鳥獣被害防止総合対策交付金

の予算拡充 

２ 狩猟者の確保・育成のための強化と支援の拡充。また、狩猟

者の社会的役割に対する理解と地位向上の促進 

９月 20 日 

原案 

可決 



 


